
誰もが安心して暮せる
川根本町

川根本町地域包括支援センター

水と森が創る癒しの里
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川根本町の概要

川根本町は静岡県の中央部に位置し、東は静岡市、南
は島田市、西は浜松市に隣接し、町域は大井川に沿った
東西約23km、南北約40kmの南北に細長い形で、この
うちの約94％を森林が占めています。

人 口 ６，９９３人

世 帯 ２，１５７世帯

６５歳以上 ３，３５２人

高齢化率 ４７．９％

身体障がい者 ３３６人

知的障がい者 ６２人

精神障がい者 ３１人（手帳所持）

一人暮らし高齢者 ６０２人 H30.4.1
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自然にワンストップ？

・転入、転出 ・住民票等各種証明

・国保、後期医療 ・納税相談 ・滞納整理
税務住民課

くらし環境課

健康福祉課

建 設 課

・環境衛生 ・動物 ・町営住宅

・生活保護 ・障がい福祉 ・各種健診

・児童福祉 ・生活保護 ・民生児童委員

・道路 ・河川

高齢者福祉課
・介護保険 ・地域包括支援センター

・高齢者福祉 ・訪問看護ステーション
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ふれあいサロン写真

5



6



お達者度？？
静岡県は８日、６５歳をスタート年齢と
して自立して健康に生活できる期間を示
す２０１４年の「お達者度」を公表した
。男女とも３年連続で前年より延伸し、
男性が１７年１０カ月（１３年比約２カ
月延伸）、女性が２１年０カ月（同約１
カ月延伸）となった。

市町別では、男性は川根本町が前年に
続きトップで１９年３カ月、女性は森町
が前年２位から１位に返り咲き２２年５
カ月だった。

男性は２～４位が１８年５カ月で、藤
枝市裾野市、磐田市の順。女性は２位が
川根本町２２年０カ月、３位が御殿場市
２１年１１カ月。
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風景
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包括集合
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場所 人数
病院 81
診療所 1

老人保健施設 10
老人ホーム 17
自宅 39
その他 2
計 150
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●自宅での看取り

入院させようと迷っているう
ちに亡くなった。

本人も苦しんだし、家族も
疲れた。

自分の家なので、用事をし
ながら介護できた。

本人もいつもどおりの生活
ができた。

親戚に「なぜ入院させなか
った」と責められた。

●病院での看取り

家族が介護しなくても看護
師さんがやってくれるので、
その分手を握ったり体をさ
すったりできて良かった。
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家で看取るか、病院で看取るか、基本、家だけど、

もしかしたら病院か？

家と病院、それぞれのメリット・デメリット

延命治療と緩和ケア治療の違い

急変時の対応（苦しんだら？吐血下血など）

痛み・食べられない・不穏あばれる・苦しがる時、

どう介護するか？

救急車の利用について

先生に相談すること、訪看に相談すること、包括に相談すること
。

「息が止まった時」どうするかについて、医師とどういう話になっ
ているか？（場合により主治医に確認）

家族に説明すること
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＜地域の強み＞

昔から医療に恵まれていなかった
ため、自助共助がある程度できる

「昔と比べれば今は安心」の声。
消防署がある、ドクターヘリがとぶ
救急時間外がある、通院の送迎
サービスがある。

介護サービス（訪問看護）がある。

相談をうけてからの対応が早い。

薬局、包括、ケアマネ、介護従事
者がお互いを良く知っている。医
師との連携もある程度できている

全自治会がAEDをもっている。普
及員活動もさかん。

＜地域の弱み＞

医師どうしが話をする場・機会が
ない

子育て中の若い世代は不安が
大きい

入院できる病院まで１時間～2
時間かかる。（救急も）

専門医がない（眼科、皮膚科、
整形、精神、呼吸器・・・）

榛原医師会の拠点が南部のた
めかかわりが薄い。

急病の時の救急車以外の受診
方法が少ない。（外出支援は2日
前までの予約制。デマンドは健
常者）
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看取りをしてくれる医師は4人。休診日や夜間の負担が大
きい。診・診連携を検討中。

24時間体制のクリニック参入については「場を荒らされた
くない」という医師もあり。

療養が辛くなってしまった時の短期入院・入所施設が町内
にほしい。

包括の24時間365日の考え方

病院の「早く早く」に患者・家族の気持ちが追いついていか
ない

医療以外の生活の質（医療連携に社会福祉士は必須）

住民の力も必要（救急法ボランティア）

↓

医療介護一同に会した話し合いが必要

＜課題＞
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居宅介護支援
基準省令

十九（介護予防支援も適用）

介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハ
ビリテーション等の医療サービスの利用を希望して
いる場合その他必要な場合には、利用者の同意を得
て主治の医師等の意見を求めなければならない。

十九の二（介護予防支援も適用）

前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サ
ービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計
画を主治の医師等に交付しなければならない。
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居宅介護支援
基準省令

第４条（介護予防支援も適用）

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護
支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者
又はその家族に対し、利用者について、病院又
は診療所に入院する必要が生じた場合には、当
該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡
先を当該病院又は診療所に伝えるように求めな
ければならない。
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小塙
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① 医療介護サービス情報冊子作成…………ア

② 亡くなった方の家族への聞き取り調査…………ア・イ

③ 人口透析患者への訪問調査…………ア・イ

④ 町内医師との懇談会…………イ・ウ・エ

⑤ 多職種連携チームの話し合い…………イ・ウ・エ

⑥ 協議会の立ち上げ…………イ・ウ

⑦ 高齢者サービス担当者会議…………イ・ウ・エ

⑧ 地域ケア会議…………イ・ウ・エ

⑨ 医師・介護関係機関連絡票…………エ

⑩ 静岡県在宅医療・介護連携システム登録…………エ

⑪ 医療介護の相談窓口を地域包括支援センターへ…………オ

⑫ 多職種連携研修会…………カ

⑬ 看取りの手引書作成中………ウ・エ

⑭ 全地区巡回で「人生の終わりをどこで迎えたいですか」 ………イ・キ

⑮ 遠隔地住民と医師との懇談会…………イ・キ

⑯ 志太榛原地区地域包括ケア推進ネットワーク会議…………ク

⑰ 町外病院の医師を招いて研修、町内医師との懇談会…………ク
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